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令和８年度第１回 沖縄県中央卸売市場青果部仲卸業者入居募集要領 

 

 沖縄県中央卸売市場（以下「市場」という。）における関連事業者の募集については、沖縄県

中央卸売市場の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）第９条及び条例施行規則（以

下「規則」という。）第 14条から第 17条及び仲卸業者許可要領（要領６）に定めるもののほか、

この要領に定めるところによる。 

 

１ 募集する関連事業者の概要 

仲卸業者は、市場における仲卸しの業務を適切かつ健全に運営し、主たる買い入れ先である卸

売業者から取扱物品を買い受けて、流通の合理化並びに品質管理の徹底を図り、法令等を遵守し、

公正明朗な取引きを推進しなければならない。 

 

２ 市場の名称及び位置 

 名称 沖縄県中央卸売市場 

   位置 浦添市伊奈武瀬一丁目 11番１号 

 

３ 営業の内容及び募集する売場店舗数 

⑴  営業の内容 

市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する業務 

 

⑵  募集する売場数等（中央棟１階青果仲卸売場） 

・売場数 ３区画 

※今回の募集に当たっては、評価点の高い者から優先して売場の使用指定を行います。 

 

４ 売場の位置・面積（別紙１参照）、使用料等 

⑴   位置 中央棟１階青果仲卸売場№17 

面積 61.12㎡ 

使用料等 月額 89,280円＋消費税、電気料及び水道料は実費 

※ 残置物品として、中二階施設あり。使用者決定後、前使用者との利用・処分等要協議す

ること。 

 

⑵  位置 中央棟１階青果仲卸売場№21 

面積  61.12㎡                                

使用料等 月額 89,280円＋消費税、電気料及び水道料は実費 

 

⑶  位置 中央棟１階新青果仲卸売場№27 

面積  99.6㎡                                

使用料等 月額 144,000円＋消費税、電気料及び水道料は実費 

※ 残置物品として、冷蔵施設あり。使用者決定後、前使用者との利用・処分等要協議する

こと。 
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５ 募集期間、受付等 

⑴  募集期間 

    令和８年４月 13日（月）から令和８年４月 27日（月）まで（土日祝日を除く。） 

⑵  受付時間 

     募集期間の午前 10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

⑶  受付場所 

浦添市伊奈武瀬一丁目 11番１号 

沖縄県中央卸売市場 中央棟２階 管理事務所業務班 

 

６ 応募手続 

応募者は、提出書類チェック表（別紙２）を表紙として申込書（別紙３）及び（別紙４）に

掲げる所定の書類を添付して直接受付場所へご持参ください。郵送その他配送による申込みは

受け付けません。 

また、提出書類については、合否にかかわらず返却しませんのでご了承下さい。 

 

７ 応募資格要件 

 卸売の相手方として必要な知識、経験及び資力信用を有していると認められ、次の各号の要件

すべてを満たしている者であること。 

(1) 法人の代表者が、申請時において年齢が満 20歳以上の者であること。 

(2) 法人の代表者が、取扱品目の取引業務に現に従事する当市場における売買参加者として

満５年以上の業務経験を有する者であること。 

(3) 市場での取引業務に継続して参加でき、仲卸業務に専念できる者であること。 

(4) 正当な理由なくして、遅延した支払債務を有しない者であること。 

(5) 市場での売買取引に関し、卸売業者又は代払機関との間に代金決済及び支払保証の契約

を締結することができる者であること。 

(6) 卸売業者からの年間買付金額が、青果部においては２億円以上見込まれる者であること。 

(7) 納税義務を履行している者であること。 

(8) 資本金又は出資の額が、青果部においては 700万円以上であること。 

(9) 沖縄県中央卸売市場で許可された仲卸業者以外の者については、県内に住所及び本社機

能を有する者であって、かつ当市場内青果部仲卸売場・新青果部仲卸売場へ移せる者。 

(10) 条例に定める次の欠格条件に該当していない者であること。 

ア 応募者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 

イ 応募者が、拘禁刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から３年を経過しない者であるとき。 

ウ 応募者が条例第 14条又は第 47条第１項第４号の規定により関連事業者の許可を取り消

され、その取消しの日から３年を経過しない者であるとき。 

エ 応募者が関連事業を適確に執行するために必要な知識、経験、資力及び信用を有しない

者であるとき 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６

号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しな



3 

 

い者（以下「暴力団員等」という。）であるとき。 

カ 応募者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそ

れのある者であるとき。 

キ 応募者がその事業活動について暴力団員等により支配を受けるものであるとき。 

 

８ 選考方法 

 応募者に対する選考は、次により行います。 

⑴  一次審査 申請書類について内容審査 

 ⑵ 二次審査 経営内容､方針、事業計画等に関する 30分程度の面接審査により評価点 

が最も高い者から入居候補者の順位を決定します。なお、評価点が同じ者が２者以上ある場

合は、原則として、くじにより入居候補者の順位を決めるものとします。 

 ⑶  審査の結果については、二次審査後に通知します。 

 ⑷  審査結果後、入居候補者として選考された者の中から辞退者が生じた場合、次点の者を入

居候補者として繰り上げるとともに、改めて通知します。ただし、審査の結果、評価点が一

定の基準を満たさない応募者は、入居候補者の選定対象外とします。 

  

９ 応募に関する注意事項 

⑴ 応募に必要な書類に変更が生じたときは、速やかに届け出て下さい。 

⑵ 二次審査で入居候補者として選考された者のうち、仲卸業者として許可を得ていない者

は、選考をもって仲卸業者として内定したものとします。なお、条例に基づく使用指定は、

仲卸業者許可証の交付後に行います。ただし、内定者が関係法令等に違反したとき及び市場

の秩序若しくは公共の利益を害し、又は害するおそれがあると認められるときは、内定を取

り消すことがあります。 

⑶ 営業に必要な設備等は、使用指定を受けた後に必要書類を管理事務所へ提出し、承認後に

使用者が自身の負担で用意して下さい。 

⑷  卸売市場法、条例、規則、仲卸業者許可要領等により規制事項があります。法令等を十分

に確認して下さい。 

⑸  故意又は重大な過失により虚偽の申告がなされた場合、その応募若しくは申請若しくは許

可を取り消すことがあります。 

 

 

 

10 施設使用に関する留意事項 

⑴  施設で使用する電気、水道水は、管理事務所が供給するものを使用し、使用料金は 

管理事務所が徴収する。 

⑵ 施設の使用条件を指定した日から施設使用料が発生する（月の途中の場合は日割計 

算）。施設及び電気・水道水の使用料は、毎月 25日までに納付すること（施設使用 

料は当月分、電気料金は前月分、水道料金は前前々月分）。 

⑶ 施設内装工事は、別途、「市場施設の現状変更申請」の承認を受けた後に施工する 

ことができる。 

   ※但し、内装による現状変更には制限があります。 
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11 問合せ先 

浦添市伊奈武瀬一丁目 11番１号 

沖縄県中央卸売市場 中央棟２階 管理事務所業務班 

電話 098-865-2111  FAX 098-865-2180 

E-mail  xx049018@pref.okinawa.lg.jp 
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